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◎相談日等 ３月７日∑、14日∑、23日π、28
日∑ 午前10時～正午・午後１時～３時（都合
により相談日が変更になることがありますの
で、事前にご確認ください）

3月の
消費生活相談

Ｑ　火災警報器の設置が義務付けられたって聞いたけれど…
Ａ 平成16年６月２日に改正消防法が公布されました。この中で、
一般の一戸建て住宅や店舗併用住宅の住宅部分、床面積が５００
平方メートル未満の共同住宅に対しても「住宅用火災警報器」の
設置を義務付ける条文が設けられました。
Ｑ　じゃあ、すぐに警報器を取り付けないとダメなの？
Ａ ちょっとお待ちください。新築住宅については平成18年６月
１日からこの法律が適用になりますが、既存の住宅等については、
市町村条例で適用される日が定められることになります。
また、設置しなければならない警報器の規格や、設置する場所
などについても、今後、各市町村の条例で定めることになってい
ます。
ですから、皆さんは、お住まいの市町村でこれから制定される
条例に従って火災警報器を設置することになります。
Ｑ　「火災警報器を設置しなければならない」と業者が訪問して
きましたが？
Ａ 悪質商法のひとつに「消防署の方から来ました。各家庭に消
火器を置かなければなりません。」と消火器を売りつける「かた
り商法」と呼ばれるものがあります。今後、この手の悪質商法の
火災警報器版が発生することが考えられます。
これまでお話ししてきたとおり、火災警報器の設置については、
これから各市町村の条例で具体的な内容が決められることになっ
ています。
にもかかわらず、「すぐに取り付けなければならない」「この
警報器を取り付けなければならない」などと火災警報器の設置を
せまる業者に対しては注意する必要があります。また、市町村や
消防署などの公的機関を名乗ったり、不当に高額な販売には要注
意です。
特に、訪問販売など、その場で契約を求めてくる場合は、簡単
に契約せず、家族や市町村の相談窓口、県消費生活支援センター
などに相談しましょう。
なお、白岡町では、まだ条例は作られておりませんので、質問
のような訪問業者が来た場合は、じゅうぶんご注意ください。

もし、不安な場合は消防本部に確認してください。
また、万一、訪問販売で契約してしまったが、解約を希望する
場合は、直ちにお住まいの市町村の相談窓口か県消費生活支援セ
ンターに相談してください。法律で定める書面を受け取った日を
含めて８日以内であれば無条件で解約（クーリング・オフ）がで
きますし、それ以外の場合でも契約の状況によっては解約が可能
となります。
●アドバイス
公的機関の職員が一般住宅を訪問し、火災警報器を販売するこ
とはありません！
あたかも消防署員のような服装で訪問してくる業者がいます。
市町村や消防署、消防団が火災警報器などを売り歩くことはあり
ません。また、特定の業者に販売を委託することもありません。
業者の服装や言葉などにごまかされないようにしましょう。
「今だけ」「あなただけ」などと契約を急がせる業者には要注意！
訪問販売の業者と契約するときは、その場ですぐに契約をする
のではなく、本当に必要なものかどうかをよく考え、他の業者と
見積もりを比較するなど、じゅうぶんに考えましょう。
その場ですぐ決めるのではなく、必ず家族や友人に相談しまし
ょう！　
悪質業者は皆さんに心地よい言葉で勧誘してきたり、有無を言
わせないで契約させようとします。その場ですぐに契約を結ばず、
もう一度よく考えてみましょう！

財団法人日本消防設備安全センターが、住宅用火災警報器に関
する相談窓口を開設しました。
対象 住宅用火災警報器に関する個人からの一般的な相談

（販売、取付・取扱・点検の方法、機能等に関すること）
8０１２０（５６５）９１１

受付時間 月曜から金曜までの午前９時から午後５時
（土、日曜日及び祝日は休み）

消防本部 @（９２）１８００

くらしの110番情報

問合せ先
■埼玉県消費生活支援センター春日部　

@０４８（７３４）０９９９　午前９時30分～正午
午後１時～４時（土・日・祝日は休業）

■町消費生活相談　@（９３）７７００　
毎週月曜日　午前１０時～正午　午後１時～３時

■商工課　内線２８２、２８３

火災警報器の
　　悪質商法に
　　　　　ご用心！

火災警報器の
　　悪質商法に
　　　　　ご用心！

「おかしいな」と思ったら消費生活相談窓口に相談を！

555555555555555

555555555555555
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最
近
は
、
肉
親
だ
け
で
な
く
、
警
察

官
や
弁
護
士
を
装
っ
た
り
、
複
数
の
人

間
が
電
話
口
に
出
て
、○

交
通
事
故
の

示
談
金

○
借
金
の
返
済

○
異
性
と
の

手
切
れ
金

な
ど
を
理
由
に
指

定
口
座
に
振
り
込

ま
せ
る
手
口
も
発

生
し
て
い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
待
っ
て
！
そ
の
振
り
込
み

■
　
突
然
の
電
話
で
、
し
か
も
相
手
が

あ
わ
て
て
い
た
り
泣
い
て
い
た
り
し

た
ら
、
要
注
意
（
本
当
に
お
孫
さ
ん

や
お
子
さ
ん
で
す
か
？
）

■
　
自
分
だ
け
で
判
断
せ
ず
、
家
（
親
）

族
に
連
絡
、
再
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

■
　
警
察
に
相
談
し
ま
し
た
か
？
（
警

察
官
が
示
談
金
等
の
振
り
込
み
を
さ

せ
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
）

問
合
せ
先

久
喜
警
察
署
生
活
安
全
課

@
（
24
）
０
１
１
０

平
成
16
年
度
も
い
よ
い
よ
大
詰
め
と

な
り
、
各
小
・
中
学
校
に
お
い
て
は
、

本
年
度
の
ま
と
め
と
来
年
度
に
向
け
た

計
画
が
着
々
と
進
ん
で
い
ま
す
。

本
年
度
は
台
風
や
地
震
な
ど
に
よ
る

自
然
災
害
が
多
発
し
、
日
本
各
地
で
は

多
く
の
小
・
中
学
生
が
被
害
を
受
け
ま

し
た
。
ま
た
、
不
審
者
に
よ
る
事
件
も

後
を
絶
た
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

白
岡
町
に
お
い
て
は
、
幸
い
に
し
て

大
き
な
自
然
災
害
も
な
く
、
不
審
者
に

よ
る
事
件
・
事
故
に
つ
い
て
も
、
各
小

・
中
学
校
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
を
は
じ
め
地
域
の

皆
さ
ん
や
関
係
諸
機
関
の
ご
協
力
に
よ

る
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
な
ど
の
実
施
に
よ

り
、
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
中
、
町
内
の
子

ど
も
た
ち
は
、
日
々
、
安
心
し
て
伸
び

伸
び
し
た
学
校
生
活
を
送
る
こ
と
が
で

き
、
町
内
は
も
と
よ
り
、
対
外
的
な
ス

ポ
ー
ツ
大
会
や
各
種
コ
ン
ク
ー
ル
に
お

い
て
も
、
大
き
な
成
果
を
残
し
た
一
年

間
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
た
、
来
る
平
成
17
年
度
に
は
、
埼

玉
県
教
育
委
員
会
と
の
連
携
・
協
力
に

よ
る
「
教
育
に
関
す
る
３
つ
の
達
成
目

標
」
に
関
す
る
取
り
組
み
が
各
小
・
中

学
校
に
お
い
て
開
始
さ
れ
ま
す
。

こ
の
取
り
組
み
は
、
児
童
・
生
徒
の

「
生
き
る
力
」
を
は
ぐ
く
む
た
め
に

「
学
力
」「
規
律
あ
る
態
度
」「
体
力
」

の
３
つ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
達
成

目
標
を
学
年
ご
と
に
定
め
、
児
童
・
生

徒
に
身
に
付
け
さ
せ
る
も
の
で
す
。

「
３
つ
の
達
成
目
標
」
を
効
果
的
に

推
進
す
る
た
め
に
は
、
学
校
と
保
護
者

・
地
域
の
皆
さ
ん
と
の
連
携
が
よ
り
一

層
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
小
学
校
６

年
生
・
中
学
校
３
年
生
の
皆
さ
ん
、
あ

と
わ
ず
か
で
卒
業
で
す
ね
。

今
ま
で
慣
れ
親
し
ん
だ
学
校
を
巣
立

ち
、
４
月
か
ら
始
ま
る
新
し
い
生
活
に

向
け
、
期
待
や
不
安
も
多
い
こ
と
と
思

い
ま
す
が
、
今
ま
で
の
学
校
生
活
を
振

り
返
り
な
が
ら
、
残
り
少
な
い
日
々
を

有
意
義
に
過
ご
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

学
校
教
育
課
　
内
線
２
６
４

●白岡東小学校�編�

のびやか・
　　しらおか

━学校教育だより━�━学校教育だより━�

のびやか・
　　しらおか

━学校教育だより━�

新
年
度
に
向
け
て

ダマされないで！
「振り込め詐欺」

－振り込めの手口が巧妙化－振り込めの手口が巧妙化
　　　　　　　しています－　　　　　　　しています－
－振り込めの手口が巧妙化
　　　　　　　しています－

職
し
た
場
合
は
、
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
月
変

わ
り
で
再
就
職
し
た
場
合
は
、
退
職
月

の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

年
金
に
は
空
白
期
間
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
速
や
か
に
役
場
で

手
続
き
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

問
合
せ
先

春
日
部
社
会
保
険
事
務
所

@
０
４
８
（
７
３
７
）
７
１
１
１

保
険
年
金
課
国
民
年
金
係

内
線
１
４
３
・
１
４
４

Ｑ

月
の
途
中
で
会
社
を
退
職
し
ま
し

た
が
、
来
月
か
ら
次
の
就
職
先
も
決
ま

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
間
も
国
民
年
金
に

加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
？

Ａ

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
か
た
は
、
必
ず
何
ら
か
の
公
的
年
金

制
度
（
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
・

共
済
組
合
）
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

次
の
就
職
（
厚
生
年
金
へ
の
加
入
）

ま
で
に
退
職
日
か
ら
１
日
で
も
間
が
あ

る
場
合
は
、
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き

が
必
要
で
す
。
ま
た
、
同
月
内
に
再
就

20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の
40
年

間
は
、
厚
生
年
金
等
に
加
入
し
て
い
る

か
た
を
含
め
て
全
員
が
国
民
年
金
に
加

入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

長
い
間
に
は
結
婚
や
就
職
等
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
生
の
節
目
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
は
、
そ
の

都
度
年
金
の
届
け
出
を
す
る
こ
と
で
す
。

届
け
出
の
遅
れ
が
２
年
を
過
ぎ
た
場

合
、
そ
の
２
年
を
過
ぎ
た
期
間
の
保
険

料
は
納
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
未
納
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
次
の
よ
う

な
と
き
は
必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。

・
20
歳
に
な
っ
た
と
き

・
就
職
し
た
と
き

・
退
職
し
た
と
き

・
結
婚
し
た
と
き

・
離
婚
し
た
と
き

・
第
３
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
が
転
職

し
た
と
き

・
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
加
入
者
の
扶

養
か
ら
は
ず
れ
た
と
き

（
年
金
の
届
け
出
の
際
は
年
金
手
帳

が
必
要
で
す
）

届
け
出
忘
れ
や
納
め
忘
れ
で
年
金
が

受
け
ら
れ
な
く
な
ら
な
い
よ
う
、
自
分

の
年
金
は
自
分
で
守
り
ま
し
ょ
う
。

第
１
号�

被
保
険
者�

自
営
業
、
農
業
、
無
職
、
学
生�

な
ど�

第
２
号�

被
保
険
者�

厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
の�

加
入
者
（
会
社
員
、
公
務
員
）�

第
３
号�

被
保
険
者�

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ�

て
い
る
配
偶
者�

■
国
民
年
金
Ｑ
＆
Ａ
■

人
生
の
節
目
に
は

国
民
年
金
の
種
別
変
更
届
け
を
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